
転倒による労働災害を防止しよう︕転倒による労働災害を防止しよう︕

滝川労働基準監督署管内においては、発生した労働災害の約３割が転倒災害
と非常に多く、下のグラフのとおり年間を通して発生しています。
また、転倒災害は、あらゆる業種で発生し、骨折等により重症化するケース

も少なくありません。
特に、12月から翌年３月までの冬期間においては、積雪・凍結路面等による

転倒災害が多く発生する時期でもあります。
各事業場におきましては、職場内の状況を点検していただき、裏面に記載さ

れている転倒災害防止対策を実施していただきますようお願いいたします。
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滝川労働基準監督署管内の転倒災害発生状況

転倒災害の主な原因



・事業場敷地内、駐車場、出入口などの滑りやすい場所を確認し、労働者に
周知すること。

・通路面が積雪・凍結状態とならないよう、除雪を行うこと。
・屋外に通じる階段やスロープには滑り止め、手すり等
を設けること。

・凍結が予想される場所には、凍結防止剤（融雪剤、
砂等）を散布すること。

・滑りにくい靴を着用させること。
・出入口にマット等を用意し、靴の底に付いた雪や氷を
除去させること。

滝川労働基準監督署では、あんぜんプロ
ジェクトへの参加登録を勧奨しています。
手続きは、とっても簡単︕︕
詳しくは、当署安全衛生課まで︕
お気軽にお声がけください。

転倒災害防止対策のポイント

詳しくは、北海道労働局のホームページをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/anzen-
kankei/saigai/toukisaigaiboushi.html

冬期間の転倒災害防止対策

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/anzen-

